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登録教習機関に対する業務停止命令の行政処分について 

         

 たなか としあき 

 北海道労働局（局長 田中 敏章）は、平成２７年１０月１日、登録教習機関であ

る学校法人北海道立正学園（理事長 堀水 享）に対して行政処分を行った。 

 

記 

 

１ 業務停止処分を受けた登録教習機関の名称等 

（１）名称：学校法人北海道立正学園（代表者 理事長 堀水 享） 

（２）所在地：北海道旭川市末広８条１丁目５７９２番地２ 

（３）事務所の名称：学校法人北海道立正学園旭川実業高等学校 

    

２ 処分の内容 

ガス溶接技能講習の業務の全部を平成２７年１０月１日より２月間停止する。 

 

３ 処分の原因となった事実の概要 

   平成２４年度から平成２６年度に学校法人北海道立正学園旭川実業高等学校で 

実施したガス溶接技能講習の講習科目のうち学科講習の「ガス溶接等の業務のた 

めに使用する設備の構造及び取扱いの方法に関する知識」「ガス溶接等の業務のた 

めに使用する可燃性ガス及び酸素に関する知識」「関係法令」において、受講者３ 

５７名に対してガス溶接技能講習規程第２条に定める所定の講習時間が８０分不 

足したこと。 

 

４ 根拠となる法令条項 

労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）第７７条第３項により準用する同 

法第５３条第２号 
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５ その他 

ガス溶接技能講習の受講者に対し、交付されたガス溶接技能講習修了証は無効 

となる。したがって、当局においては、学校法人北海道立正学園旭川実業高等学 

校に対し、行政処分と併せて修了者に対して修了証が無効であることを通知する 

よう命令するとともに、該当する修了証を速やかに回収し、当該修了者に対して 

は、処分の原因となったガス溶接技能講習に係る学科講習について，不足時間の 

８０分を補講させ、改めて修了証を交付することを、学校法人北海道立正学園旭 

川実業高等学校の責任において対応するよう指示している。 

 

 

関 連 条 文 

 

労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７条）  

 

（登録教習機関）  

第７７条  １４条、第６１条第１項又は第７５条第３項の規定による登録（以下この条

文において「登録」という。）は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省

令で定める区分ごとに、技能講習又は教習を行おうとする者の申請により行う。  

 

（登録の取消し等） 

第５３条  厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関が次の各号のいずれかに該当する

に至つたときは、その登録を取り消し、又は６月を超えない範囲内で期間を定めて製

造時等検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 

１ 第４６条第２項第１号又は第３号に該当するに至つたとき。 

２ 第４７条から第４９条まで、第５０条第１項若しくは第４項又は第１０３条第２項

の規定に違反したとき。 

３ 正当な理由がないのに第５０条第２項各号又は第３項各号の規定による請求を拒ん

だとき。 

４ 第５１条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 

５ 前２条の規定による命令に違反したとき。 

６ 不正の手段により登録を受けたとき。 
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